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平成23年改正度経営事項審査のポイント（奈良県）

○ペーパーカンパニー等による不正な高得点の取得を防止するなど、企業実体をより構成・適正に評価出来るようにする

○再生企業に対する批判や審査項目の充実に対する多様なニーズへの対応

改正の目的

１．技術者に必要な雇用期間の明確化

①評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒

常的な雇用関係のある者」に限定することで、技術者の名義借り

等の不正を防ぐ

②高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者は、雇用

期間が限定されていても評価対象に含める

３．再生企業に対する減点措置

①再生期間中、一律－60点（営業年数評価の最高得点）の減点

②再生期間終了後、「営業年数」評価はゼロ年からスタート

２．完成工事高の評点テーブルの上方修正

①完成工事高（X1)の評点テーブルの上方修正

②元請完工高(ZZ)の評点テーブルの上方修正

債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生

企業について、一定の減点措置を創設

【減点方法】社会性等（W点）で以下の方法で減点評価

【修正方法】H22年度の建設投資見込額を基に、X1、Z2評点が
制度設計時の平均点である700点になるように底上げ

建設投資の減少に応じて評点テーブルを補正し、全体としてバラ

ンスの取れた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保

４．社会性等（W点）の評価項目の追加

①建設機械の保有状況

②ISO9000シリーズ、14000シリーズの取得状況

地域防災への備えの観点から建設機械の保有状況を積極的

に評価

多くの都道府県等が発注者別評価点で評価。経審に追加す

ることで発注者双方の重複・負担を軽減
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１．技術者に必要な雇用期間の明確化

①評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒

常的な雇用関係のある者」に限定することで、技術者の名義借り

等の不正を防ぐ

②高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者は、雇用

期間が限定されていても評価対象に含める

確認書類

社会保険に加入している 雇用保険に加入している雇用保険加入義務がない

社会保険に加入すべきであるが加入していない

雇用保険に加入すべきであるが加入していない
経営事項審査の技術職員として認めない

社会保険加入義務がない
（社会保険）標準報酬額決定通知書 （写）（雇用保険）事業所別被保険者台帳照会（社会保険）標準報酬額決定通知書（写）健康保険被保険者証（写）

雇用保険に加入している雇用保険加入義務がない雇用保険に加入すべきであるが加入していない
国民健康保険証（写）（雇用保険）事業所別被保険者台帳照会国民健康保険証（写）、後期高齢者医療被保険者証（写）審査基準日以前6ヶ月間の勤務状況確認書類経営事項審査の技術職員として認めない

・「技術職員勤務実態証明書」を添付

・次のいずれかの方法により確認

(1)審査基準日における常勤性確認方法

（社会保険）標準報酬決定通知書、（雇用保険）事業所別被保

険者台帳照会

(2)審査基準日以前6ヶ月超の雇用確認方法

（社会保険）健康保険被保険者証、（雇用保険）事業所別被保

険者台帳照会、（その他）出勤簿、給与支給台帳等

上記書類＋「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

（様式第3号）」（10人以上雇用の場合、就業規則）

○○○○技術職員常勤性確認技術職員常勤性確認技術職員常勤性確認技術職員常勤性確認フローフローフローフロー ＊＊＊＊いずれのいずれのいずれのいずれの場合場合場合場合においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、審査基準日以前審査基準日以前審査基準日以前審査基準日以前6ヶヶヶヶ月間月間月間月間のののの月平均出勤日月平均出勤日月平均出勤日月平均出勤日がががが15日未満日未満日未満日未満のののの場合場合場合場合はははは原則計上不可原則計上不可原則計上不可原則計上不可

経営事項審査の技術職員として認めない ＋技術職員勤務実態証明書
＋技術職員勤務実態証明書
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２．完成工事高の評点テーブルの上方修正

①完成工事高（X1)の評点テーブルの上方修正

②元請完工高(ZZ)の評点テーブルの上方修正

【修正方法】H22年度の建設投資見込額を基に、X1、Z2評点が

制度設計時の平均点である700点になるように底上げ

建設投資の減少に応じて評点テーブルを補正し、全体としてバラ

ンスの取れた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保

確認書類

特になし

（平成22年4月1日申請分から、新しい評点テーブルにより算出）
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３．再生企業に対する減点措置

①再生期間中、一律－60点（営業年数評価の最高得点）の減点

②再生期間終了後、「営業年数」評価はゼロ年からスタート

債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生

企業について、一定の減点措置を創設

【減点方法】社会性等（W点）で以下の方法で減点評価

確認書類

○手続開始決定

特になし（行政庁において確認）

○手続終結決定

手続終結決定を受けたことを証する書面（官報公告の写し等）

【【【【（（（（参考参考参考参考））））民事再生手続民事再生手続民事再生手続民事再生手続きにおけるきにおけるきにおけるきにおける経審上経審上経審上経審上のののの取扱取扱取扱取扱いいいい】】】】

H23.3.31 H23.6.30 H23.7.31 H23.12.31 H24.3.31 H25.1.31 H25.3.31

H23.4.1申立分より適用

H24.3.31を審査基準日とする経営事項審査におけるW点の考え方営業年数 30年 → 50点再生期間による減点 → －60点合計 －10点

H25.3.31を審査基準日とする経営事項審査におけるW点の考え方営業年数 0年 → 0点再生期間による減点 → 0点合計 0点
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４．社会性等（W点）の評価項目の追加

①建設機械の保有状況

②ISO9000シリーズ、14000シリーズの取得状況

地域防災への備えの観点から

建設機会の保有状況を積極的に評価

多くの都道府県等が発注者別評価点で評価。

経審に追加することで発注者双方の重複・負担を軽減

確認書類

「建設機械の保有一覧表」に次の書類の写しを添付

(1)所有している場合

・売買契約書等所有を確認できる書類

・特定自主検査記録表

(2)リースの場合

・リース契約書

・特定自主検査記録表

審査登録機関が発行した認証を証明する書類の写し

【【【【改正後改正後改正後改正後ののののW点点点点】】】】○建設機械のうち、ｼｮﾍﾞﾙ系掘削機、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙが対象○建設機械1台につき1点加算○ﾘｰｽの場合、ﾘｰｽ期間が審査基準日より1年7ヶ月以上あることが必要①建設機械の保有状況

②ISO9000シリーズ、14000シリーズの取得状況○ISO9000取得で5点、ISO14000取得で5点を加点○認証範囲に建設業が含まれていることが必要○一部の営業所のみで認証している場合不可

③W点のｳｴｲﾄ調整
新設項目（建設機械、ISO）追加後のW点合計点に190/200を掛け合わせて、評点の一定圧縮を行う
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